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＜後期計画＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

相 模 原 市 

 

(職員 ささえ  あい  子育てプラン) 



はじめに  
  平成１５年７月に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、次代

の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ、育まれる環境を整備するた

めに、国、地方公共団体、事業主など、さまざまな主体が取り組んでいくため

の計画が策定されるなか、平成１９年１２月に「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が

制定され、働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）の実現とその社会的基盤となる包括的な次世代育成支援の枠組みの構築へ

の取組みが推進されています。 

  相模原市は、行政機関としての立場から、次世代を担う子どもと子育て家庭

を総合的に支援するための「相模原市次世代育成支援行動計画（さがみはらい 

 きいき親子応援プラン）」を策定するとともに、事業主としての立場から、相 

模原市特定事業主行動計画「職員ささえあい  子育てプラン」を策定し、安心

して子育てができる環境を整備しています。 

  このプランは、平成２２年度～平成２６年度の５年間を計画期間とした後期

計画の実施について、職員が父親・母親として子どもを健やかに育成できるよ

う、計画的かつ集中的な取組みを推進することを目的としており、平成１７年

度～平成２１年度の前期計画の検証と平成２１年度に実施したアンケート調

査の結果を踏まえ策定しました。 

 政令指定都市への移行に伴い、市民の多様なニーズに応えていくためには、

職員の皆さん一人ひとりがささえあいながら、組織を活性化させ大きな原動力

を生み出していくことが重要であり、限られた貴重な人材を活かしてそれぞれ

の職員の持つ能力を最大限に発揮できるように、このプランの内容を理解して

いただき、仕事と子育ての両立を図っていきましょう。 

 

平成２２年４月１日 

 

相模原市長 

相模原市議会議長 

相模原市教育委員会 

相模原市選挙管理委員会 

相模原市代表監査委員 

相模原市人事委員会 

相模原市農業委員会 

相模原市消防長 
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1  基本的な視点 

  このプランは、次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)第７条第１項

の規定に基づく行動計画策定指針(平成 15 年 8 月 22 日告示第 1 号)に掲げる基本理念

及び基本的な視点や、職場における男女共同参画の視点を踏まえて、策定した

ものです。 

 
策定指針に掲げる基本理念  

次世代育成支援対策は、父母その他の

保護者が子育てについての第一義的責任

を有するという基本的認識の下に、家庭

その他の場において、子育ての意義につ

いての理解が深められ、かつ、子育てに

伴う喜びが実感されるように配慮して行

われなければならない 

 
策定指針に掲げる基本的な視点  

(1) 職員の仕事と生活の調和の推進という視点 
(2) 職員の仕事と子育ての両立の推進という視点 
(3) 機関全体で取り組むという視点 
(4) 機関の実情を踏まえた取組みの推進という視点

(5) 取組みの効果という視点 
(6) 社会全体による支援の視点 
(7) 地域における子育ての支援の視点 

 

 

 

 

 

 

 

2  計画の期間 

  次世代育成支援対策推進法は平成１７年度から平成２６年度までの１０年間

の時限法ですが、このプランは、その後半の期間である平成２２年度から平成

２６年度までの５年間を計画期間とします。 

  また、このプランに掲げている数値目標は、平成２６年度の達成目標です。 

 

3  計画の実施に当たって 

  このプランは、県費負担教職員を含む、常勤職員全員を対象としています。 

  学校その他の教育機関、保育所、消防など、職場における勤務形態等に違い

はありますが、それぞれの職場の状況に応じ、協働してこのプランの具体的な

実施に努力していきましょう。 

  なお、今後は、このプランを推進するために設置する「職員ささえあい 子育

てプラン推進委員会」において、年度ごとの実施状況をフォローし、 

 おおむね３年ごとに見直しなどを行います。 

  そのため、各所属におけるプランの実施状況を点検し、年１回程度、結果を

取りまとめて推進委員会に報告するとともに、ホームページに公表します。 
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4  具体的には 

(1) 子育てに関する制度の周知と意識啓発  

①制度の周知及び啓発 

 深夜勤務及び時間外勤務の制限等の母体保護、育児休業、休暇などの制

度や、手当制度を理解しやすいようにまとめた「子育てガイド」をグルー

プウェア（文書管理の共用キャビネット）内に保存し、制度を利用するた

めに活用してもらうとともに、子育てに関する制度について手続きの流れ

等をまとめた概要版を作成し、子育てをする職員はもちろんのこと、全職

員に対して制度の概要を周知します。 

また、所属長や庶務担当者の役割をまとめたマニュアルを作成し、子育

てをする職員に対する具体的な対応を明確にします。 

子育てをする職員がいる職場においては、子育てをする職員に対する職

場のサポート体制についての取組みを促し、子育てに関する諸制度を利用

しやすい雰囲気づくりをしましょう。 

②会議・研修等での周知 

庶務担当課長会議、管理者新任研修等の管理監督者研修において、「仕

事と子育ての両立」やこのプランについての啓発、マニュアルを活用した

制度の周知徹底を行い、また、庶務担当者会議においては、子育てに関す

る諸制度についての正しい知識を持ち、職員への制度の積極的な利用を働

きかけることができるような取組みをします。 

③子育てサポート研修の実施 

父親・母親として子育てをする職員、子育てをする職員がいる職場の庶

務担当者等を対象に、子育てに関する制度について出産前から職場復帰後

までに必要となる事務手続き等を説明する研修を行います。 

 

④所属における意識の向上 

所属長等への意識啓発を通じて、職場全体で仕事と子育ての両立を推進

していく雰囲気づくりに取組んでいきましょう。 
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(2) 子育てをする職員のサポート 
 

＜父親になることがわかったら＞ 

   速やかに所属長に申し出るとともに、一緒に子育てをしていく自覚を持ち、

男性職員が利用できる子育てに関する諸制度を理解し、制度が利用できるよ

うに所属長と事前に調整をしていきましょう。 

 

＜母親になることがわかったら＞ 

速やかに所属長に申し出るとともに、育児休業、特別休暇などの諸制度を

理解し、母体保護のための制度を活用していきましょう。 

 

＜子育てに関する相談があるとき＞ 

制度に関しては事務局（職員課）、健康面に関しては職員厚生課健康管

理班や「職員ホッと！あんしんダイヤル」へ相談してみましょう。 

また、所属長へ申し出る前に職場や業務に関する相談があれば、職場内

の上司や同僚などに相談してみましょう。 

 

父親・母親になることがわかったら、所属長へ「パパママ報告書」の提出

をお願いします。 

 

＜所属長＞ 

①職員から申し出があったら 

女性職員から「パパママ報告書」の提出による申し出があったら、本人

と面談を行い、妊娠中に取得できる特別休暇の取得等について本人の意思

を確認し、職場での対応をサポートするとともに、母性健康管理上の配慮

を行います。 

また、男性職員から「パパママ報告書」の提出による申し出があったと

きは、子育てに関する意向等を把握し、積極的な育児参加を支援しましょ

う。 

 

②職員が産前産後休暇や育児休業を実際に取得することになったら 

女性職員が出産する前に面談を行い、業務に支障がないように、代替要

員の確保や事務分担の見直しを検討するなどして、職員が安心して出産・

子育てができるよう支援しましょう。 

また、男性職員については、子どもの出生時における父親の休暇が取得

できるように、職場内で業務スケジュールの調整等を行いましょう。 
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③職員が産前産後休暇中及び育児休業中には 

    産前産後休暇中及び育児休業中の職員とのコミュニケーションとして、

定期的に連絡を取ることを職場で促していくとともに、業務の近況等の情

報についても必要に応じて提供するように心掛けましょう。 

 

④職員が職場復帰することになったら 

    職場復帰１ヶ月前までに、現在の職場の状況、復帰後の事務分担等につ 

いて話し合いましょう。 

 

＜庶務担当者＞ 

子育てに関する諸制度に関する理解を深め、職場として必要となる手続

きを進めるとともに、育児休業中の職員とのコミュニケーションについて、

職場での中心な役割としてサポートしていきましょう。子育てに関する制

度の内容がわからない場合には事務局（職員課）に問い合わせをして確認

しましょう。 

 

(3) 子どもの出生時における父親の休暇に対する意識啓発及び取得

の促進 

 

①職場全体における意識啓発 

  父親になる本人はもちろんのこと、所属長が中心となり職場内におい

て業務スケジュールを調整するなど、父親となる職員の休暇が取得しや

すい雰囲気づくりをしましょう。 

 

②男性職員の育児参加のための特別休暇の取得の促進 

男性職員の育児参加を促進し、仕事と子育ての両立を図るため、配偶

者の産前産後休暇の期間に、出産に係る子又は上の子（小学校就学前）

の養育のため 5 日の範囲内（時間単位での取得も可能）で取得できる特

別休暇について、積極的に取得しましょう。 

    

③配偶者出産休暇の取得の促進 

配偶者とともに育児の第 1 歩を歩み出すため、3 日の範囲内（時間単

位での取得も可能）で取得できる特別休暇について、積極的に取得しま

しょう。 

 

 



 このような取組みを通じて、平成 26 年度までに、 
  育児参加のための特別休暇及び配偶者出産休暇の取得を希望

する職員がそれぞれ 100％取得できるよう環境づくりに努めます。 
 

平成２０年度実績 男性職員の育児参加  ２５人・平均２.３日 

配偶者出産休暇    ７７人・平均２.４日 

 

(4) 子育てをしやすい環境の整備等 
 

①子育てに関する諸制度を取得しやすい雰囲気づくり 

庶務担当課長会議等の場において、定期的に育児休業等の制度の趣旨

を徹底させ、職場の意識改革を促します。 

 

②育児休業制度等の活用 

子育てに関する諸制度の啓発資料及び概要版等の活用により、特に男

性職員の育児休業及び部分休業の取得促進について周知徹底を図ります。 

また、配偶者の産後休暇中に 1 ヶ月以上の育児休業を取得したり、1

日のうち時間帯を分けて交代で部分休業を取得するなど、子育ての状況

に応じて制度を有効に活用しましょう。 

 

③子育ての体験談などに関する情報提供 

出産前の職員が子育て経験者と子育てや育児休業などに関する情報交

換をしたり、子育てをする職員同士で情報交換したりする機会を提供し

ます。 

 

④育児休業中の職員へのメール配信による情報提供 

     育児休業中の職員を対象に、全庁掲示板の情報等について定期的にメ

ール配信による情報提供を行います。なお、事前登録が必要となります

ので、事務局（職員課）にお問い合わせください。 

     また、育児休業中の職員は、市のホームページや広報さがみはらなど

を通じて、市政情報に関するアンテナを持つように心掛けましょう。 
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⑤育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

職場として育児休業中の職員に電子メール等により職場の近況などを

情報提供するとともに、職員からも職場に電話やメールしやすいような

雰囲気づくりをしていきましょう。また、育児休業を取得した職員は、

部分休業制度や復帰後の職務等について、わからないことや不安なこと

があるときは、気軽に職場等に問い合わせましょう。 

     また、育児休業から職場復帰する時期が近づいてきた職員は、復帰１

ヶ月前までに、所属長又は担当課長等に現在の職場の状況、復帰後の事

務分担等について相談しましょう。 

 

⑥育児休業に伴う任期付職員採用制度及び育児のための短時間勤務制度

の活用 

臨時的任用では対応困難な場合に適切な代替要員の確保を図るため

に任期付職員を採用したり、職員が職務を完全に離れることなく育児を

行うことを可能とするために育児のための短時間勤務ができるような

取組みを進めます。 

また、保育園や消防など専門職職場での対応について、調査・研究し

ます。 

 

 このような取組みを通じて、 
  育児休業及び部分休業の取得を希望する職員がそれぞれ

100％取得できるよう環境づくりに努めます。 
 

                   平成２０年度実績 ９９人 

 
  また、育児休業及び部分休業の対象となる男性職員がいずれか

の休業制度を利用する割合を 
  平成 26 年度までに 10%にします。 

 

               平成２０年度実績 ２.０％ 
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(5) 庁内託児施設設置の調査・研究 

仕事と育児との両立支援のために、庁内託児施設を設置することが有効な

方策の一つとされていますが、施設の改修経費、設置場所や利用時間帯等の

課題がある中、設置・運営する体制づくりについて調査・研究します。 

 

(6) 時間外勤務の適正な執行 

午後８時以降の時間外勤務の原則禁止、ノー残業デーの定時退庁の徹底な

ど、子育て中の職員はもちろん、職員の健康管理に着目した措置を引き続き

実施します。 

勤務時間制度の弾力化を図るため、業務内容により勤務時間を変更できる

制度や早出・遅出勤務制度の導入に向けた検討をします。 

また、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について

の利用を促進します。 

 

(7) 休暇の取得の促進 

①連続休暇等の取得の促進 

  子どもの予防接種実施日や授業参観日、PTA 活動などにおける年次休暇

の取得促進を図ります。 

  週休日と合わせた年次休暇の取得や、ゴールデンウィーク、子どもの夏

休み・春休みなどにおける連続休暇の取得促進を図ります。 

  誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年次休暇の取得促進を図

ります。 

  このような取組みを通じて、年間 20 日の年次休暇のうち、職員１

職員 1 人あたりの年次休暇の取得日数割合を 
  平成 26 年度までに 80% (平均 16 日) にします。 

 

  平成２０年度実績 ６６％ 平均１３.２日 
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②子どもの看護を行うための特別休暇の活用 

小学校３年生以下の子どもが対象となる子の看護休暇については、5 日

の範囲内（時間単位での取得が可能）で取得できるため、有効に活用しま

しょう。 

 

なお、平成２２年度中に、子の看護休暇の取得日数について、職員１人

に対して「子が１人であれば 5 日、２人以上であれば 10 日の範囲内」へ

拡大します。 

 

(8) 人事異動における配慮 

育児休業中等の職員については、復帰にあたっての職場の長期休業に対す

る不安の緩和や、より育児環境を整える支援をするため、所属長等のヒアリ

ングなどにより本人の意向を十分に把握し、人事異動において、通勤時間や

勤務地、勤務形態などの必要に応じた配慮を行います。 

 

(9) 子ども・子育てに関する地域活動への貢献 

スポーツや文化活動など子どもを対象として行う活動や、防犯活動など、

子ども・子育てに関する地域活動に積極的に参加しましょう。また、子ども

の社会見学の場として市の施設を利用することを推進しましょう。 

 

(10) 子どもと触れあう機会の充実 

子どもを含めた家族がより一層参加しやすいレクリエーションなどの行

事の充実を検討します。また、育児や家事などの家庭における時間を積極的

に取れるように日ごろから心掛けましょう。 

 


